
入札に関する質疑 

件  名 （物品）7934_海老名市統合型校務支援システム賃貸借業務 

受付日 質疑 回答 

3/12 1 

 

①ハードウェア機器の撤去費用は、受注者の負担と

する。機器は集約せず、設置した各学校から引き上げ

る。 
 
②データ消去作業は、受注者で実施する。 
 
③都度、検討する。 
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・契約書は御認識のとおりに作成する。 
・お見込みのとおり。 
・海老名市契約規則第 42 条第１項にあてはまれば免

除となる。 
・現行システムの使用期間は、 
 平成 28 年９月１日～令和９年３月 31 日 
・元請の業者の実績の提出を求める。 
 実績を証明できるものであれば、契約書以外の方

法でもよろしい。 
・契約締結日は令和８年３月 31 日とし、４月１日以

降にはならない。 
・実績を証明できるものであれば、契約書以外の方法

でもよろしい。 
・成果物の提出は、導入作業を行う業者での対応でよ

ろしい。 
・定例会への参加者は、仕様書９．４に記載のとおり、

SE と営業とし、運用面を打合せられるのであれ

ば、リース会社と導入する業者のどちらでもよろ

しい。 
・打刻用 PC のデータ消去は必要。 
・再利用は不可。 
・本件における契約変更、解除はなし。 
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質問１．元請の業者の実績の提出を求める。 
 
質問２．落札後の提出で問題ない。 
 
質問３．一次対応、切り分けは、県内拠点とする。そ

の後の対応の内容によっては、県外拠点か

らの派遣による対応でも問題なし。 

 


